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二級・木造建築士等 登録申請について 
 
1 .  二級建築士等登録事務を行う日及び時間  

 
二級建築士等登録事務を行う日及び時間  
平日 午前９：００～午後４：００（正午から午後１：００を除く） 
※土日祝日及び平成 30年 12月 29日（土）～平成 31年 1月 3日（木）の期間は休業とさせていただきます。 
※この他、本会の業務等で本会事務局が不在になる場合は、二級建築士等登録事務を休止します。 
※二級建築士等登録事務を休止する際は、申請者に対して予めホームページ 等で予告し、且つ当日はそ
の旨掲示をいたします。  
 

2 .  建築士免許証のカード型への変更について  

平成２５年４月１日より交付される二級建築士免許証及び、木造建築士免許証（Ａ４免許証）は、すべて本
人の写真付きの免許証明書（カード型免許）に変更になりました。 今回新規に登録申請をされる方の建
築士免許証は、すべて免許証明書（カード型免許）の発行となります。 

 

 

3 .  郵送又は代理人による申請 ・受理  
 
原則ご本人が申請・受理にお越しください。やむを得ない場合は、代理人にお越しいただくか、郵送する 
ことも可能ですが、 本人確認の必要があるため、申請か受理どちらか１回は必ずご本人がお越しくださ
い。 
 

 

申請時 

代理人申請又は郵送申請 

受理時 

代理人による受理又は郵送による受理 

注意事項 

・受理はご本人が申請窓口で行うこと 

・代理人又は郵送による受理を選択できませ

ん 

・申請はご本人が申請窓口で行っていること 

・代理人又は郵送による申請をした場合は選択

できません 

必要書類 

（１）代理人申請の場合  

（本人申請時の必要書類に加え） 

□代理人の身分証明書（顔写真つきの公的身

分証明書）  

□委任状  

※申請人氏名欄は自署。ワープロ印字不可 

□申請者本人の運転免許証（顔写真つきの公

的身分証明書）等のコピー   

 

（２）郵送申請の場合  

（本人申請時の必要書類に加え）  

□申請者本人の運転免許証（顔写真つきの公

的身分証明書）等のコピー 

（１）代理人による受理の場合  

（本人受理時の必要書類に加え）  

□代理人の運転免許証等（顔写真つきの公的

身分証明書）のコピー   

□委任状  

※申請人氏名欄は自署。ワープロ印字不可 

□印鑑 

 

（２）郵送による受理の場合  

希望者は申請時にお申し出ください。 

 

 
 委任状は次ﾍﾟｰｼﾞの様式をご利用ください。  

  

み ほ ん 

http://www.sakurajima.or.jp/images/ininjyou.doc
http://www.sakurajima.or.jp/images/ininjyou.doc
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委  任  状 

 

（代理人）                    

 

 

住  所                     

         

電話番号                     

 

氏  名                     

 

 

 

       二 級                    申 請 

  私は、         建築士免許証明書の          を、上記の者に委託します。 

       木 造                           受 理 

 

 なお、委任するやむを得ない理由は以下のとおりです。 

    

                                                                                  

 

 

 

平成    年    月    日 

 

（申請人）                    

 

 

住  所                     

         

電話番号                     

 

氏  名                 ㊞   
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 4 .  申請等に必要な書類 （二級建築士及び木造建築士 ）  

新規申請   

【申請に必要な書類等】  二級・木造建築士住所等の届出書もご一緒に提出をお願いいたします。 

本 人 

申 請 

代理人 

申 請 

郵 送 

申 請 
必要な書類（赤字で記載しているものをご提出下さい） 

○ ○ ○ 免許申請書（Ａ４判）二級・木造

建築士共通 

別記第 1号様式 

◎鹿児島県建築士会ホームページからダウン 

ロードできます 

◎本人証明写真をのりづけしてください 

○ ○ ○ 第２条関係書類（Ａ４判） 

別記第 2号様式 

◎鹿児島県建築士会ホームページからダウン 

ロードできます 

◎本人証明写真をのりづけしてください 

○ ○ ○ 
戸籍謄本または抄本  

 

➡外国籍の方は、 

外国人登録済証明書 

◎本籍地の市町村役場で申請して下さい 

◎二級登録申請日から６月以内に発行された 

もので、転籍謄本や除籍謄本は不可 

○ ○ ○ 登記事項証明書(登記されてい

ないことの証明書) 

◎最寄りの法務局の戸籍課で申請して下さい 

◎二級登録申請日から６カ月以内に発行された 

もの 

○ ○ ○ 証明写真 2枚 ◎サイズは縦４．５cm×横３．５cm  

◎二級登録申請日から６カ月以内に撮影し、 

無帽・正面上半身・無背景のもの 

◎裏面に氏名、撮影日年月日を記入し 

第１号、第２号様式にのりづけしてください 

○ ○ ○ 申請手数料 振替払込請求書

兼受領証（原本） 

◎１９，２００円を指定口座にお振込ください 

◎指定口座番号は次ﾍﾟｰｼﾞに記載しています 

○ コピー可 コピー可 合格通知書（設計製図の試験 

合格通知書） 

◎提示のみ。確認のためお持ちください 

○ コピー可 コピー可 本人確認のできる書類 ◎提示のみ。運転免許証明書やパスポート等 

の顔写真のあるもの 

○ --- --- 印鑑（認印可） ◎訂正がある時のために必要ですが、代理申 

請、郵送の場合は不要です 

--- ○ --- 代理人身分証明書 ◎代理申請のみ必要です 

◎運転免許証明書やパスポート等の顔写真 

のあるもの 

--- ○ --- 委任状 ◎代理申請のみ必要です。所定の様式あり 
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【その他】 

日本国外において建築士の免許を受けている者による申請の場合は、 

日本国外の建築士の免許証の写し及び、写真が必要です。 

【申請手数料と払込先】 

 申請手数料 １９,２００円 

・金融機関 ：ゆうちょ銀行  

・口座番号 ：０１７１０−３−１６４１００  

・加入者名 ：公益社団法人鹿児島県建築士会   

【申請書提出の前にご確認下さい】  

◎代理申請、郵送による申請で、書類に不備がある場合は申請できません。  

 □ すべての項目が記入されていますか？  

 □ 氏名・本籍・生年月日・性別は「戸籍(外国人の方は外国人登録済証明書)」と同じですか？  

 □ 合格番号、合格年月日は｢合格通知書｣と同じですか？  

 □ 申請者本人の証明写真は２枚ともしっかりと糊付けしましたか？  

 □ 証明写真の表面にキズ、汚れのないことを確認しましたか？  

 □ 欠格事由の各項目を確認し、該当するものにチェックをしていますか？ 

 □ 申請手数料を払込済みで、領収印のある振替払込請求書兼受領証（原本）を用意しましたか？  

【申請窓口】  

申請受付日 平日（土日祝日及び平成 30年 12月 29日(土)～平成 31年 1月 3日(木)は休業） 

申請受付時間 午前９：００～午後４：００（正午から午後１：００を除く） 

申請場所 

公益社団法人鹿児島県建築士会 本部事務局(電話０９９-２２２-２００５) 

鹿児島県鹿児島市新屋敷町１６番３０１号 県住宅供給公社３階３２６号室 

➡鹿児島中央駅より徒歩１５分。鹿児島市電 新屋敷電停駅下車 徒歩２分 
専用駐車場はありません。路面電車側に有料駐車場があります 

注意事項 

（１）本人（原則） ➡身分証明書、認印  

（２）代理申請 ➡代理人の身分証明書、委任状、 

   申請者本人の身分証明書のコピー（申請書類貼付写真と照合のため） 

（３）郵送申請  

   書類の不備が無いことを確認して、簡易書留をご利用の上、送付下さい。 
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免許証明書の交付は新規申請書類を提出された日から２ヶ月後です。交付の用意が整い次第、交付

ハガキをご自宅に送付してご連絡します。受取の際は本会にお越しください。 

【受理窓口】 申請から１～２ヶ月後を目安としてください。 

受理日 交付ハガキ到着後の平日◎土日祝日は休業 

受理受付時間 午前９：００～午後４：００（正午から午後１：００を除く） 

受理場所 

※受付場所と

同じ 

公益社団法人鹿児島県建築士会 本部事務局(電話０９９-２２２-２００５) 

鹿児島県鹿児島市新屋敷町１６番３０１号 県住宅供給公社３階３２６号室 

➡鹿児島中央駅より徒歩１５分。鹿児島市電「新屋敷」電停駅下車 徒歩２分
専用駐車場はありません。路面電車側に有料駐車場があります 

注意事項 

（１）本人（原則）➡身分証明書、認印  

（２）代理人による受理（但し申請者が本人の場合のみ）  

   ➡代理人の身分証明書、委任状、本人の身分証明書コピー、認印  

（３）郵送による受理（但し申請時本人が来所し、事前に郵送による受理希 

望の旨を申し出てください） 

   免許証明書の受理後、速やかに内容を確認の上、受領した旨の連絡を 

   行ってください。 
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別記第１号様式 
免許申請書 

二級建築士 
私は，          の免許を受けたいので，戸籍謄本（抄本）及び登記事項証明書を添 

木造建築士 
  えて申請します。 

私は，下記事項が真実で，かつ，正確であることを誓います。 
                                  平成３０年１２月△△日 
                         氏  名             
                       （ 署 名 ） 

鹿児島県指定登録機関 
公益社団法人鹿児島県建築士会 様 

ふりがな かごしま たろう 生年月日 昭和・平成 1年 1月 1日 

氏 名 鹿児島 太郎 性  別     男☑   女□ 

本 籍  鹿児島県○○市○○町△△丁目△△番 

この欄には 
 

無帽、無背景で 
申請日から６カ月以内
に撮影した写真を 
のり付けしてください 

現住所 

郵便番号 ８９２－△△△△ 

鹿児島県 鹿児島市 ○○町△△丁目△△番 
 
○○マンション △△△号室 

電話番号 ０９９－△△△－△△△△※携帯電話でもＯＫ 

試 験 
二級建築士又は木造建築士試験に合格した時期平成 29 年 
  
  
   

合格通知日 平成 29年 12月 7日 合格通知書番号 第 8G‐△△△△K号 

欠 
 
格 
 
事 
 
由 

 １ 後見開始又は保佐開始の審判（禁治産又は準禁治産の宣告もこれに該当する 
  とみなされます。）を受けていますか。         いる□ いない□ 
 ２ 禁錮以上の刑に処せられたことがありますか。     ある□  ない□ 
   あるときは，その罪及び刑 
   あるときは，その刑の執行を終わり，又は執行を受けることがなくなつた日 
                                                  年   月   日 
 ３ 建築士法の規定に違反して，又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に 
  処せられたことがありますか。             ある□  ない□ 
   あるときは，その罪及び刑 
   あるときは，その刑の執行を終わり，又は執行を受けることがなくなつた日 
                                                             年   月   日 
 ４ 建築士法第９条第１項第４号又は第 10条第１項の規定により一級建築士，二 
  級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことがありますか。 
                                                        ある□  ない□ 
   あるときは，その日                                      年   月   日 
 ５ 建築士法第 10条第１項の規定による業務の停止の処分を受け，その停止の期 
  間中に同法第９条第１項第１号の規定により一級建築士，二級建築士又は木造 
  建築士の免許を取り消されたことがありますか。     ある□  ない□ 
    業務の停止の処分を受けたことがあるときは，その停止の期間 
                 年   月   日から        年   月   日まで 

  ※ 
  審 
  査 

手数料 
確認 

  写真 
  照合 

  戸籍 
  照合 

  登記 
  照合 

  欠 格 
  審 査 

  合 格 者 
  名簿照合 

  名 簿 
  登 録 

  免許証 
  発 行 

        

  ※受付番号   ※受付年月日   ※登録番号   ※登録年月日 

  第    号      年  月   日   第        号      年   月   日 

  備考１ 数字は算用数字を用いてください。 
   ２ ※欄は記入しないでください。 
   ３ 写真は，申請前６月以内に，脱帽し，正面から上半身を写した無背景の縦４．５センチメー

トル，横３．５センチメートルのものとし，その裏面に氏名及び撮影年月日を記入してくださ
い。 

   ４ □のある欄は，該当する□の中にレ印を付けてください。 
５ 外国の建築士免許を受けた方は，「試験」欄に，その免許の名称，免許者名及び免許の年月
日を記入してください。 

鹿児島 太郎 

この欄のすべての項目をご確認の上 

該当するものに☑をして下さい 

【記入例】 

受験番号を８Gからアルファベットまで 

記入してください 
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第２号様式（第２条関係） 

 （表面） 

二 級 建 築 士 免 許 証 明 書 

 

氏名         (和暦)平成 1年 1月 1日生 

二級建築士   登録番号  第               号 

           登録年月日 (和暦)      年   月    日 

  

建築士法（昭和25年法律第202号）により 

免許された二級建築士であることを証明する 

平成○○年○○月○○日 

鹿児島県指定登録機関 

公益社団法人鹿児島県建築士会会長  守真 和弘   印 

                               

公益社団法人鹿児島県建築士会は建築士法第10条の20第1項の 

規定により鹿児島県知事が指定した指定登録機関である  

                       

 

  （裏面） 

 

  講習受講履歴  

 講習の種別  修了年月日  修了証番号 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   備考 用紙の大きさは，縦5.4センチメートル，横8.5センチメートルとする。 

 
この欄には 

 
無帽、無背景で 
申請日から６カ月
以内に撮影した 

写真を 

のり付けしてください 

【記入例】 

 

鹿児島 太郎 

登録番号と 

登録年月日欄は空欄のままご提出下さい 

新規申請の方は、記入不要 
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第４号様式（第７条関係） 

                              

二級・木造建築士住所等の届出書 

                              

                              平成 ３０年 １２月 △△日 

  ふ り が な 

  氏    名 

かごしま  たろう 

鹿児島 太郎 

 

生年月日 平成 1年１月１日 性別 男 

  本    籍 鹿児島県○○市○○町△△丁目△△番 

  住    所 

 郵便番号８９２－△△△△ 

  鹿児島県 鹿児島市 ○○町△△丁目△△番 

○○マンション △△△号室 

電話番号０９９－△△△－△△△△※ 

※携帯電話でもＯＫ 

  登 録 番 号  

  都道府県 

 登 録 

 年月日 
        年  月  日 

  第        号 

  業務の種別  

  １ 建築設計（２及び３を除く。） ２ 構造設計 ３ 設備設計 

  ４ 積算 ５ 工事監理又は工事の指導監督 ６ 現場管理 

  ７ 技能労務 ８ 調査又は鑑定 ９ 手続代理 

  10 敷地選定等の企画 11 研究又は教育 12 行政 13 その他 

 勤 

 務 

 先 

  名  称 
 ○○設計 株式会社  開設者○○ ○○※ 

※建築士事務所に勤務する方のみ開設者名を記入 

  所 在 地 
  郵便番号 ８９２－△△△△ 

 鹿児島県 鹿児島市 ○○町△△丁目△△ ○○ビル２階 

 

                 電話番号   －   － 
  備考１ 業務の種別及び勤務先の欄は，建築に関する業務に従事しているときに記入してく    

ださい。 

   ２ 業務の種別の欄は，該当する数字を○で囲んでください。２種以上の業務に従事し    

ているときは，主に従事しているもの一つを○で囲んでください。 

   ３ 建築士事務所に勤務しているときは，その事務所の開設者名を勤務先の名称の欄に    

併記してください。 

      ４ 用紙の大きさは，郵便はがきの大きさとする。 

 
 

 

【記入例】 

 

登録番号と 

登録年月日欄は空欄のままご提出下さい 


